
学級編制及び教職員配置に関する国、地方の役割

教職員配置
校長、教頭、教諭等（学級担任、教科担任
等）、養護教諭、栄養教諭、事務職員、学
校栄養職員
加配（指導方法工夫改善、通級対応等）

学級編制の標準（４０人）の設定
（義務標準法に規定）

各都道府県ごとの教職員総数の標準
（標準定数）を設定（加配定数を含む。）

学級編制 教職員配置

国

都道府県

教育委員会

市町村教育
委員会

学 校

国が定める標準を基に学級編制の基準
を設定
ただし、都道府県の判断により、児童生
徒の実態等を考慮して、４０人を下回る
学級編制基準の設定が可能

標準定数を標準としつつ、都道府県内は、
独自の判断も織り込みながら、県費負担教
職員の定数を条例で定める。
都道府県教委は県費負担教職員の任命
権を有し、市町村の内申を得て、その判断
で人事を行う。

都道府県が定める学級編制の基準に従
い、学級編制を実施

都道府県教委に
対し、県費負担教
職員人事の内申

学級の設置
４０人を上限とする学級編制を基本とし
つつ、都道府県の判断による少人数学
級が実施されている。

事前協議 同意 内申

教職員を配置

学級編制の実施

※県費負担教職員…市町村立の小中学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員等の給与及び旅費、非常勤講師
の報酬等は、都道府県が負担することとされている。（市町村立学校職員給与負担法）

関連
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